
日　時

場　所

平成30年６月22日（金曜日）午前10時

議決権行使期限：平成30年６月21日（木）午後５時まで

大阪市北区梅田２丁目５番25号
ザ・リッツ・カールトン大阪
ザ・ガーデンルーム（２階）

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

議案　取締役６名選任の件
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　株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　第147期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の事業の
ご報告をさせていただきます。
　平成29年度の業績は、前期比で申しあげますと、売上高は12.0%
増の424億円、利益面では営業利益は6.6%増の18億35百万円、経常
利益は7.3%増の18億74百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は
7.1%増の12億71百万円となりました。
　株主の皆様への配当につきましては、株主重視の経営方針に基づき、
昨年に引き続き年間2円増配して年間65円（20期連続増配）にさせ
ていただきました。
　本年（2018年）はSPK創立101年目にあたり、これを転機と社長
交代を行い、これまでの100年の感謝を次の100年の未来の力につな
ぎ、環境適応企業として進化してまいります。株主の皆様の一層のご
理解・ご支援を賜りますようお願い申しあげます。
 平成30年5月

代表取締役会長　轟　　富和
代表取締役社長　沖　恭一郎

〈 経 営 理 念 〉

誠実（Sincerity）に生き

情熱（Passion）を持って仕事をし

親切（Kindness）な対応ができる

企業人の集団

SPKの企業文化

株主の皆様へ



代表取締役社長　沖　恭一郎
　SPKの記念すべき100周年のこの年に轟会長より指名を受け、代表取締役社長の任を受けることを決意いたしました。
歴代の社長、社員が100年の長きにわたり築いてきましたSPKの輝かしい歴史を受け継ぐ責任は、大変重いと存じますが
覚悟を決めた次第です。
　私の社長就任と同時に、SPKの三営業本部の長も新たな顔ぶれとなります。彼らを加え若返った経営陣と社員一同が力
を合わせて、101年目からの新たなSPKの歴史を作って参りますので、株主の皆様、お客様、お取引先様におかれましては、
今まで以上のご指導、ご鞭撻をお願い申しあげます。

▲ ▲ ▲
 変革の時代が始まる

　さて、SPKが100年間共に歩んできた自動車と自動車部品の業界に、いままさに100年に一度の大きな変革が訪れつつ
あります。車両のIT化・自動運転化・HV/EV化の進展は、SPKのビジネス基盤である自動車部品そのものを激変させるだ
けでなく、部品業界自体に大きな変革をもたらすことは想像に固くありません。また、ITがもたらす流通形態の変化も、
更に早い時期に販売や流通のあり方に、今まで以上の変化をもたらすことでしょう。SPKはこの大きな環境の変化の中で、
次の100年をどう生きるべきでしょうか？

▲ ▲ ▲
 企業は「環境適応業」

　この課題を考えるとき、心に浮かぶのは、「企業は環境適応業」の言葉です。当時社長の中嶋功氏より数々の教えを授か
りましたが、「企業は環境適応業」はまさに今の時代のSPKに向けた一言に思えます。SPKは実は100年の間、激変する環
境の中で常に変化してきました。SPKを築いた先輩方は、自動車部品を中心とした部品ビジネスにぶれること無く軸足を
置きつつ、常に「進取の気性」を持って進んで新しい商品や事業開発に取り組んできました。そのたゆまぬ努力の成果が、
100年の長きにわたり永続し、発展する源泉となったのでしょう。
　SPKのルーツである近江商人の「進取の気性」「始末して気張る」等の精神は、SPKに脈々と受け継がれて来ました。そ
の中で、これからのSPKにとってもっとも大切な精神は「三方良し」ではないでしょうか。
　環境変化の波は、容赦なく私たちの100年を支えていただいた大切な仕入先、得意先の皆さまにも例外なく訪れます。
私たちが「三方良し」の気持ちをより強く持ち、危機意識を共有、知恵と力を結集することで、変化に適応できると確信
しています。

▲ ▲ ▲
 キーワードは「進化」

　私は101年目からのSPKのキーワードを「進化」としました。
　「進化」の言葉の定義は、「環境に合わせて変化すること」。「企業は環境適応業」という中嶋功氏の言葉は、まさに我々
の進むべき道を示されていると思います。環境に適応できない生物は淘汰されます。企業もまたしかり。SPKが環境適応
企業として、本年度からの次なる進化を進めるのが私と新経営陣に課せられた使命と改めて肝に銘じました。
　今年度よりさっそく、次なるSPKの進化のための土台作りに取り組みます。SPKにとっての土台は「人財」。SPKの社歌
のフレーズ「人が変われば明日が変わる、未来が変わる」の通り、SPKの社員と会社が次の100年に向けて進化するため
の土台作りに、私の残る企業人生を捧げる覚悟です。
　改めまして、何卒101年目の、進化するSPKをよろしくご支援いただきたく、お願い申しあげます。

経営指針

SPKの次なる進化に向けて



招集ご通知

株主の皆様へ
大阪市福島区福島５丁目５番４号

S P K 株 式 会 社
代表取締役社長　沖 恭一郎

第147回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第147回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通
知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、平成30年６月21日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあ
げます。

敬　具

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサ
イト（アドレスhttp://www.spk.co.jp/）に掲載させていただきます。

平成30年５月30日
証券コード 7466

記

１ 日時 平成30年６月22日（金曜日）午前10時

２ 場所
大阪市北区梅田２丁目５番25号
ザ・リッツ・カールトン大阪　ザ・ガーデンルーム（２階）

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３ 会議の
目的事項

報告事項
１．第147期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告、連結計算書

類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査の結果報告の件
２．第147期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
議案　取締役６名選任の件

以　上
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候補者
番　号

氏
ふり

　名
がな

（生年月日）
略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）
所有する

当社株式数

1
轟

とどろき

　　富
と み

和
か ず

（昭和25年11月30日生）

昭和49年 4月　丸紅㈱入社
平成18年 4月　  当社入社 

当社専務執行役員
平成18年 6月　当社取締役兼専務執行役員
平成19年 4月　当社代表取締役兼社長執行役員
平成21年 6月　当社代表取締役社長
平成30年 4月　当社代表取締役会長（現任）

30,900株

取締役候補者とした理由
轟富和氏は、平成19年以来、当社の代表取締役社長を務め、経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、
当社グループの経営の推進とコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者としております。

2
沖
お き

　恭
きょう

一
い ち

郎
ろ う

（昭和34年９月22日生）

昭和57年 4月　伊藤忠商事㈱入社
平成14年 5月　  当社入社 

当社国内営業本部営業戦略室長
平成19年 4月　当社国内営業本部副本部長
平成21年 6月　当社取締役
平成23年 4月　当社海外営業本部長
平成27年 4月　当社常務取締役
平成30年 4月　当社代表取締役社長（現任）

19,000株

取締役候補者とした理由
沖恭一郎氏は、平成19年以来、当社の国内営業本部副本部長、海外営業本部長を歴任し、当社の国内営業、海外営
業の事業分野に豊富な経験・実績・見識を有しており、経営者としてその豊富な経験・実績・見識を活用し、さらな
る当社グループの持続的な企業価値向上を目指すにあたり適任であると判断し、取締役候補者としております。

再任

社内

再任

社内

議案および参考事項

取締役６名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（６名）が任期満了となります。つきましては、取締役６名

（うち社外取締役１名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

議案

株主総会参考書類
招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

ご
参
考
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候補者
番　号

氏
ふり

　名
がな

（生年月日）
略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）
所有する

当社株式数

3
藤
ふじ

井
い

　修
しゅう

二
じ

（昭和31年４月16日生）

昭和55年 4月　㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
平成20年 4月　同行常務執行役員
平成24年 4月　りそな決済サービス㈱取締役副社長
平成25年 9月　  当社入社 

当社経営企画室長
平成26年 4月　当社管理本部長（現任）
平成26年 6月　当社取締役
平成27年 4月　当社常務取締役
平成30年 4月　当社専務取締役（現任）

11,100株

取締役候補者とした理由
藤井修二氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有し、平成26年以来、当社の管理本部長を
務めており、当社グループのコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者としております。

4
井

い

元
も と

　　操
みさお

（昭和35年９月15日生）

昭和60年 4月　当社入社
平成13年 4月　当社国内営業本部鹿児島営業所長
平成20年 4月　当社国内営業本部仙台営業所長
平成30年 4月　当社国内営業本部長（現任）

1,000株

取締役候補者とした理由
井元　操氏は、平成13年以来、当社の国内営業本部鹿児島営業所長、仙台営業所長を歴任し、当社の国内営業の事
業分野に豊富な経験・実績・見識を有しており、さらなる当社グループの持続的な企業価値向上を目指すにあたり適
任であると判断し、取締役候補者としております。

再任

社内

新任

社内
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候補者
番　号

氏
ふり

　名
がな

（生年月日）
略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）
所有する

当社株式数

5
宮
みや

崎
ざき

　政
まさ

一
かず

（昭和33年７月10日生）

昭和57年 4月　当社入社
平成13年 4月　  当社海外営業本部欧阿中東営業部

マネジャー
平成27年 4月　  当社海外営業本部副本部長 

兼中東・アフリカ営業部部長
平成30年 4月　当社海外営業本部長（現任）

6,700株

取締役候補者とした理由
宮崎政一氏は、平成13年以来、当社の海外営業本部欧阿中東営業部マネジャー、海外営業本部副本部長を歴任し、
海外営業の事業分野に豊富な経験・実績・見識を有しており、さらなる当社グループの持続的な企業価値向上を目指
すにあたり適任であると判断し、取締役候補者としております。

6
西
に し

島
じ ま

　康
こ う

二
じ

（昭和24年５月15日生）

昭和48年 4月　㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
平成15年10月　同行取締役兼代表執行役副社長
平成18年 6月　  ダイア建設㈱（現㈱大和地所）代

表取締役社長
平成25年 6月　ソーダニッカ㈱社外監査役
平成27年 6月　当社取締役（現任）
平成27年 6月　ソーダニッカ㈱社外取締役（現任）

1,000株

社外取締役候補者とした理由
西島康二氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職
務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化に適任と判断し、社外取締役候補者としております。

（注） 1．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2．西島康二氏は、社外取締役候補者であります。
 3．西島康二氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって3年であります。
 4．  当社は、西島康二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立

役員とする予定であります。

新任

社内

社外

独立

再任

以　上
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当社グループの現況1

売上ウェイトは国内営業本部56.6%、海外営業本部32.2%、工機営業本部11.2%です。輸出比率は前
期から1.0ポイント減少し、30.1%になりました。

上記のような業績になった要因を、各営業本部ごとにご説明いたします。

（国内営業本部）
国内営業本部は、部品交換頻度の減少や、カーディーラーによる整備需要への積極対応などによって

競争が激化する自動車部品の補修市場において、従来からの自動車の機能・消耗部品の販売を徹底する
と共に、環境に適した新規商材の開発・販売に努めました。また、100周年記念セールも業績向上に寄
与しました。その結果、売上高は前期比108.3%の240億33百万円となりました。

（海外営業本部）
海外営業本部は、好調な中南米の販売に加え、新規商材の拡販と新規輸入案件にも注力しました。そ

の結果、売上高は前期比120.9%の136億59百万円となりました。

（工機営業本部）
工機営業本部は、建機を中心とする主要顧客の堅調な欧米・中国向け販売に支えられて概ね順調に推

移しました。その結果、売上高は前期比107.8%の47億68百万円となりました。

添付書類 事業報告 （平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（単位：百万円、％）

当期
（第147期）

前期
（第146期） 前期比

売 上 高 42,461 37,900 112.0

営 業 利 益 1,835 1,722 106.6

経 常 利 益 1,874 1,746 107.3

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 1,271 1,187 107.1

①当社グループの業績 （単位：百万円、％）

当期
（第147期）

前期
（第146期） 前期比

国内営業本部 24,033 22,181 108.3

海外営業本部 13,659 11,297 120.9

工機営業本部 4,768 4,421 107.8

②連結売上高データ
（1） 事業の経過および成果

5



（2） 対処すべき課題
①「持続する収益力」の維持・強化

＊  最重要経営指標は売上高営業利益率（連結）であると捉え、4.5%を目標にします（当期は4.3%で
す）。

＊  本年（2018年）はSPK創立101年目にあたり、これまでの100年の感謝を次の100年の未来の力に
つなぎ、環境適応企業として進化してまいります。

＊  ぶれることのないSPK理念経営の下、役員・社員全員が危機感を共有し、一体感をもって難局に立
ち向かいます。

＊あくまでも本業で勝ち抜くために、人材の育成と商品開発・販路の深掘に徹します。
②「高配当」を持続させる

＊  当社の企業目的は「豊かに永続する」ことです。100年を超える社歴への畏敬と全てのステークホ
ルダーへの感謝の気持ちを念頭に、この企業目的を達成すべく「理念経営」を実践し、中長期的視
野に立って配当政策を実施しております。

＊  「増配の継続」を重要な経営目標と位置付けております。当期（17年度）末配当は1円増配して、
33円配当をします。通期では2円増配の65円配当になります。

　過去の増配実績は以下のとおりです。
年 度 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

配 当（ 円 ） 16 21 26 28 30 32 34 37 40 43 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

＊  次期（18年度）の配当は中間、期末それぞれ1円増配し、通期で2円増配の67円配当を予定してお
ります。これが実現しますと、21期連続の増配となります。次期以降の配当性向については、50%
以内とすることを基本方針とします。

③経営の先進性の追求
＊コーポレート・ガバナンスにどう取り組むかを常に考えながら経営にあたっております。
＊  取締役の任期を1年とするとともに、既に役員退職金制度を廃止して、緊張感をもって職務にあたっ

ております。
＊  監査役は社外監査役を過半数の2名にしております。かつ、コンプライアンス（法令遵守）経営を

意識して、中堅の公認会計士と弁護士が就任しております。
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今後の先行きを展望しますと、底堅い内外需を背景に、景気回復が続く見通しであります。一方で、
米国や欧州の政治動向や金融資本市場の変動の影響に加えて、米国の通商保護主義や国内の内閣支持率
低下など、国内外の政治・経済動向がわが国の景気を下押しするリスクは、依然として留意が必要です。
当社の事業領域である自動車アフターマーケット市場や建機・産業車両市場においても、引き続き国内
外からの政治・経済から目を離せない状況が続く見込みですが、次期の連結業績見通しは、次のとおり
であります。

（単位：百万円、%）
次期（第148期） 当期（第147期） 当期比

売 上 高 41,500 42,461 97.7
営 業 利 益 1,900 1,835 103.5
経 常 利 益 1,920 1,874 102.4

親会社株主に帰属する当期純利益 1,460 1,271 114.8

1株当たり予想連結当期純利益は266.87円となります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

（3）設備投資の状況および資金調達の状況
当期において実施いたしました設備投資の総額は797百万円で、その主なものは次のとおりでありま

す。
・土地　515百万円
　　国内営業本部の名古屋営業所移転に伴う土地取得によるものであります。
・建設仮勘定　101百万円
　　国内営業本部の名古屋営業所移転に伴う営業所の建築によるものであります。
・その他（無形固定資産）　82百万円
　　主に管理本部の社内システムの構築によるものであります。
なお、当期における設備投資等（リース資産を除く）の所要資金は、全て自己資金をもって充当いた

しました。
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（4）財産および損益の状況の推移
①当社グループの財産および損益の状況の推移

区 分 第144期
（26/4〜27/3）

第145期
（27/4〜28/3）

第146期
（28/4〜29/3）

第147期
（29/4〜30/3）

売 　 上 　 高（百万円） 38,334 39,273 37,900 42,461

営 業 利 益（百万円） 1,592 1,676 1,722 1,835

経 常 利 益（百万円） 1,668 1,701 1,746 1,874

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 1,038 1,121 1,187 1,271

1株当たり当期純利益（円） 201.38 221.73 236.48 253.31

総 　 資 　 産（百万円） 20,035 20,263 21,226 23,697

純 　 資 　 産（百万円） 13,303 13,789 14,689 15,714

1株 当 た り 純 資 産 額（ 円 ） 2,597.68 2,746.24 2,925.57 3,129.59

ROE（自己資本当期純利益率）（%） 8.0 8.3 8.3 8.4

20,035 20,263

13,789

売上高

第144期

38,334

第145期

39,273

（単位：百万円）

総資産 純資産

総資産／純資産

第144期 第145期

（単位：百万円）

13,303

1,592 1,676
1,668 1,701

営業利益／経常利益

第144期 第145期

（単位：百万円）

営業利益 経常利益

1株当たり純資産額

第144期

2,597.68

第145期

2,746.24

（単位：円）

1,038

201.38 221.73

親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益
１株当たり当期純利益

第144期 第145期

（単位：百万円）
（単位：円）

ROE（自己資本当期純利益率）

第144期

8.0

第145期

8.3

（単位：%）

1,121

第146期

37,900

21,226

14,689

第146期

1,722

1,746

第146期
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2,925.57
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第146期

第146期

8.3
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23,697
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②当社の財産および損益の状況の推移

区 分 第144期
（26/4〜27/3）

第145期
（27/4〜28/3）

第146期
（28/4〜29/3）

第147期
（29/4〜30/3）

売 　 上 　 高（百万円） 32,275 33,956 34,208 38,204

営 業 利 益（百万円） 1,092 1,174 1,231 1,315

経 常 利 益（百万円） 1,715 1,302 1,370 1,435

当 期 純 利 益（百万円） 1,254 884 977 1,009

1株当たり当期純利益（円） 242.57 174.83 194.63 201.04

総 　 資 　 産（百万円） 17,122 17,539 18,024 20,011

純 　 資 　 産（百万円） 11,738 12,011 12,723 13,458

1株 当 た り 純 資 産 額（ 円 ） 2,292.23 2,392.29 2,534.01 2,680.45

ROE（自己資本当期純利益率）（%） 11.0 7.4 7.9 7.7
（注）第147期（当期）の状況につきましては、前記（1） 事業の経過および成果に記載のとおりであります。

 17,122 17,539

 11,738 12,011

売上高

第144期

 32,275

第145期

33,956

（単位：百万円）

総資産 純資産

総資産／純資産

第144期 第145期

（単位：百万円）

第146期

34,208

18,024

12,723

第146期

 1,092 1,174

 1,715

1,302

営業利益／経常利益

第144期 第145期

（単位：百万円）

営業利益 経常利益

1株当たり純資産額

第144期

2,292.23

第145期

2,392.29

（単位：円）

1,231

1,370

第146期

第146期

2,534.01

1,254

242.57 174.83

当期純利益
1株当たり当期純利益
当期純利益
１株当たり当期純利益

第144期 第145期

（単位：百万円）
（単位：円）

ROE（自己資本当期純利益率）

第144期

11.0

第145期

7.4

（単位：%）

194.63

第146期

第146期

7.9

884 977

第147期

38,204

20,011

13,458

第147期

1,315

1,435

第147期

第147期

2,680.45

201.04

第147期

第147期

7.7

1,009
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（5）重要な子会社の状況
会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株 式 会 社 丸 安 商 会 10百万円 100％ 産業車両（フォークリフト・ショベル）用部品、
用品の卸売業

SPKシンガポールPTE.LTD. 103百万円 100％ 自動車部品の卸売業

谷 川 油 化 興 業 株 式 会 社 30百万円 100％ オートケミカル用品の製造・販売

（6）主要な事業内容（平成30年 3 月31日現在）

当社グループは自動車部品と産業機械車両部品の国内販売および輸出入を主な事業内容としておりま
す。

（7）主要な事業所（平成30年 3 月31日現在）

①当社
＜本　　　社＞ 大阪市福島区福島 5 丁目 5 番 4 号
＜営　業　所＞ 札幌・仙台・宇都宮・東京・埼玉・名古屋・富山・近畿（大阪市）・広島・米子・

高松・福岡・鹿児島・沖縄
＜出　張　所＞ 郡山・浜松・徳島・熊本
＜ セ ン タ ー ＞ 外車部品（大阪市）
＜工　　　機＞ 東京工機部（東京都）

大阪工機部（大阪市）
＜そ　の　他＞ カスタマイズドパーツ部（東京都）
②子会社
株 式 会 社 丸 安 商 会 大阪市福島区福島 8 丁目18番14号
SPKシンガポールPTE.LTD. 5 Kallang Pudding Road #02-01 Isetan Warehouse Singapore 

349309
谷 川 油 化 興 業 株 式 会 社 横浜市鶴見区矢向 1 丁目13番11号
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（8）従業員の状況（平成30年 3 月31日現在）

①当社グループの従業員の状況
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

344（108）名 9（△4）名 42.5歳 13.9年

②当社の従業員の状況
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

259（99）名 3（△3）名 41.3歳 14.7年
（注） 従業員数は就業員数であり、臨時従業員数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

（9）主要な借入先の状況（平成30年 3 月31日現在）

借入先 借入額

株式会社三菱東京UFJ銀行 581百万円
株式会社みずほ銀行 445

三井住友信託銀行株式会社 390
（注）株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。

（10）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況（平成30年 3 月31日現在）2
① 発行可能株式総数 22,000,000株
② 発行済株式の総数 5,226,900株
③ 株主数 3,457名
④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 461,100 9.18

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 459,900 9.16

BBH FOR FIDELITY LOW－PRICED STOCK FUND
（PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO） 255,300 5.08

RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT－CLIENT ACCOUNT 254,900 5.08

SPK社員持株会 242,706 4.83

渡部和子 151,000 3.01

日本生命保険相互会社 116,600 2.32

スタンレー電気株式会社 100,000 1.99

三菱UFJ信託銀行株式会社 82,000 1.63

ミヤコ自動車工業株式会社 66,000 1.31
（注）持株比率は自己株式（205,789株）を控除して計算しております。
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⑤ 株式分布状況
イ．発行済株式の総数 5,226,900株

個人・その他 2,038,320株（ 39.0%）

金融機関・金融商品取引業者 1,273,666株（ 24.4%）

外国法人等 907,190株（ 17.4%）

国内法人 801,935株（ 15.3%）

自己名義株式 205,789株（ 3.9%）

ロ．株主数 3,457名
個人・その他 3,217名（ 93.1%）

国内法人 107名（ 3.1%）

外国法人等 81名（ 2.3%）

金融機関・金融商品取引業者 51名（ 1.5%）

自己名義株式 1名（ 0.0%）

新株予約権等の状況３
該当事項はありません。
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会社役員の状況４
（1）取締役および監査役の状況（平成30年 3 月31日現在）

会社における地位 氏　　名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 轟 　 富 和
専 務 取 締 役 赤 穂 伸 也 工機営業本部長
常 務 取 締 役 松 村 秀 樹 国内営業本部長
常 務 取 締 役 沖 　 　 　 恭 一 郎 海外営業本部長
常 務 取 締 役 藤 井 修 二 管理本部長
取 締 役 西 島 康 二 ソーダニッカ㈱社外取締役
常 勤 監 査 役 清 水 敏 夫
監 査 役 榎 　 卓 生 （注）5

監 査 役 中 務 尚 子 弁護士、ナカバヤシ㈱社外取締役（監査等委員）
（注） 1．取締役西島康二氏は、社外取締役であります。
 2．監査役榎卓生氏および監査役中務尚子氏は、社外監査役であります。
 3．監査役榎卓生氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
 4．当社は、取締役西島康二氏および監査役榎卓生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
 5．公認会計士・税理士、㈱マネージメントリファイン代表取締役、税理士法人大手前綜合事務所代表社員、㈱きちり社外監査役、㈱TBグループ社外監査役

（2）取締役および監査役の報酬等
区分 支給人員 支給額

取締役 6名 143,470千円
（うち社外取締役） （1名） （3,600千円）

監査役 3名 13,200千円
（うち社外監査役） （2名） （7,200千円）

合計 9名 156,670千円
（注）  平成18年6月21日開催の第135回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額200百万円以内（ただし、使用人分給

与は含まない）、監査役の報酬額は年額24百万円以内とそれぞれ決議いただいております。
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（3）社外役員に関する事項
①  他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および社外役員等としての重要な兼任の状況なら

びに当該他の法人等と当社の関係
　　・  取締役西島康二氏は、ソーダニッカ株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には

特別の関係はありません。
　　・  監査役榎卓生氏は、株式会社マネージメントリファインの代表取締役、税理士法人大手前綜合事

務所の代表社員、株式会社きちりの社外監査役および株式会社TBグループの社外監査役でありま
す。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

　　・  監査役中務尚子氏は、ナカバヤシ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。当社と兼職
先との間には特別の関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況
　　イ．取締役会および監査役会への出席状況
　　　　  取締役西島康二氏は、当事業年度に開催された取締役会15回については全て出席しております。

監査役榎卓生氏および監査役中務尚子氏は、当事業年度に開催された取締役会15回および監査
役会8回については全て出席しております。

　　ロ．取締役会および監査役会における発言状況
　　　　  取締役西島康二氏は、企業経営の見地から、監査役榎卓生氏は、公認会計士・税理士としての

専門的見地から、監査役中務尚子氏は、弁護士としての専門的見地から、法令遵守の視点に
立って取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

　　　　  また、監査役榎卓生氏および監査役中務尚子氏は、監査役会においても、同様の見地から適宜
必要な発言を行っております。
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（1）名称　新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
支払額

1．当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 26,000千円

2．当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 26,000千円
（注） 1．  当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分でき

ませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
 2．  監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会

計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要あると判断した場合は、株主総
会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役
全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後
最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
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（1）業務の適正を確保するための体制
1．当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制

 　  取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすことを確保
するため、以下の経営理念を全役職員に周知徹底させる。

 　　誠実（Sincerity）に生き
 　　情熱（Passion）を持って仕事をし
 　　親切（Kindness）な対応ができる
 　　企業人の集団
 　  経営理念に基づき、コンプライアンス確保のための諸規程を整備し、適切な社内制度の運用を図る。
 　  監査役および内部監査室は連携して、コンプライアンス体制について監査を行う。
 　  社会の秩序や安全性に脅威を与える反社会的勢力とは取引を含めて一切の関係を持たず、平素より

毅然とした態度で対応する。

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 　  取締役の職務の執行に係る情報は文書により記録し、保存する。文書規程に当該文書の保存期限等

の管理体制を定め、情報を管理する。
 　  監査役が求めたときは、取締役はいつでも当該文書を閲覧または謄写に供する。

3．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 　  全社に及ぶ各種リスクは、管理本部が統括責任部署として、各部門と連携をとり体系的に管理する。
 　  各部門の所轄業務に関わる各種リスクは、当該部門において関連法令・規程等に則り管理する。
 　  リスクが生じた場合には、取締役会および経営会議において報告され、適正なリスク対応および管

理体制を図る。

4．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 　  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、定例の取締役会を開催

するほか、適宜臨時の取締役会を開催するものとする。
 　  中期経営計画・年次計画を策定し、経営会議でその進捗状況を確認し対応を図ることにより、適切

な業績管理を行う。

会社の体制および方針６
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 　  経営方針・戦略に関する重要な意思決定、重大な影響を及ぼす事項は、事前に経営会議で十分協議・
検討した上で取締役会にて決定を行う。

 　  業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等により、職務執行の権限・責任と手続を明確に定める。

5．当社グループの業務の適正を確保するための体制
 　  当社は、当社子会社に取締役または監査役を派遣し、当該役員は定期的に当社子会社との連絡会議

を行い、円滑な情報交換と適正な業務体制を図る。
 　  監査役および内部監査室は連携して、当企業集団におけるコンプライアンス体制について監査を行う。
 　  取締役会は当企業集団における業務体制について見直し、改善を図る。

6．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 　  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監

査役を補助すべき使用人を指名することができる。

7．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
 　  前号の監査役の補助者として指名された使用人に対する人事評価、異動等については、監査役の承

認を得るものとする。

8．取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 　  監査役は、定例および臨時に開催される取締役会に出席する。
 　  取締役および使用人は、監査役に対して、法定事項のほか、毎月の経営の状況として重要な事項、

法令および定款に違反するおそれのある事実、会社に著しく損害を及ぼすおそれのある事実等につ
いて、その内容を速やかに報告する。

 　  監査役は、職務遂行に必要と判断される事項について、取締役および使用人に説明を求めることが
できる。

9．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 　  監査役の職務執行が実効的に行われるよう、監査役は会計監査人および内部監査室と連携をとり、

情報交換を行う。
 　  内部監査室および管理本部は、監査役の職務執行の補助を行う。
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10．財務報告の適正性を確保するための体制
  　  財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内

部統制の有効性を評価、報告する体制の整備・運用を行う。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
1．当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制

 　  誠実（Sincerity）に生き情熱（Passion）を持って仕事をし、親切（Kindness）な対応ができる企
業人の集団という当社グループの経営理念を取締役および従業員等に周知徹底し、実践しております。
また、この経営理念の共有および実践により、コンプライアンス体制の推進を図っております。

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 　  取締役会議事録および経営会議議事録は、開催ごとに作成され、管理本部において厳重に保管され

ております。

3．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 　  当社の管理本部が中心となり、各営業部門等と連携をとりながら、リスクマネジメントの強化を図っ

ております。

4．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 　  取締役会規程、業務分掌規程および職務権限規程等に基づき、審議・決裁・承認等の権限を明確に

規定し、意思決定の迅速化を図っております。

5．当社グループの業務の適正を確保するための体制
 　  当社グループ会社に取締役または監査役の派遣、定期的な往査の実施、経営方針発表による当社グ

ループの目標の共有化により、適切な情報伝達等を行っております。

6．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項お
よび使用人の取締役からの独立性に関する事項

 　  内部監査室は組織上独立しており、管理本部とともに監査役の職務執行の補助を行っております。
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7．取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 　  取締役および従業員等は、監査役からの要請に対して、業務の運営や課題等について報告を行うと

ともに、経営会議等の重要会議に出席を要請して適宜報告を行っております。

8．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 　  内部監査室および管理本部が各営業本部と連携をとることにより、各営業所等の往査等の監査役監

査の実効性を保っております。

9．財務報告の適正性を確保するための体制
 　  財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制の整備・運用を行うとともに、その改善を

行っております。

（3）会社の支配に関する基本方針
　当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・
株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。
　現時点では特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視
しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強
化と中長期的視野に立っての今後の事業展開に必要な内部留保を勘案し、安定した配当政策を実施する
ことを基本方針としております。次期以降の配当性向については、50%以内とすることを基本方針とし
ます。
　当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき33円とさせていただきました。すでに、平成29
年12月1日に実施済みの中間配当金1株当たり32円とあわせまして、年間配当金は1株当たり65円とな
ります。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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（単位：百万円）

連結計算書類

連結貸借対照表

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目 当連結会計年度
平成30年3月31日現在

前連結会計年度
平成29年3月31日現在

資 産 の 部

流動資産 19,425 18,077
現金及び預金 4,212 4,711
受取手形及び売掛金 8,481 7,654
電子記録債権 1,297 1,086
商品及び製品 4,282 3,567
仕掛品 19 22
原材料及び貯蔵品 60 55
繰延税金資産 150 118
関係会社短期貸付金 2 12
その他 930 865
貸倒引当金 △ 13 △ 16

固定資産 4,272 3,149
有形固定資産 2,595 2,010

建物及び構築物 560 574
機械装置及び運搬具 79 85
土地 1,769 1,269
建設仮勘定 101 ―
その他 84 82

無形固定資産 222 181
ソフトウェア 16 3
その他 205 178

投資その他の資産 1,454 956
投資有価証券 434 355
関係会社長期貸付金 105 ―
繰延税金資産 55 79
その他 869 530
貸倒引当金 △ 9 △ 9

資産合計 23,697 21,226

科　　目 当連結会計年度
平成30年3月31日現在

前連結会計年度
平成29年3月31日現在

負 債 の 部

流動負債 6,588 5,469
支払手形及び買掛金 4,124 3,813
短期借入金 574 436
1年以内返済予定の長期借入金 369 179
未払法人税等 348 310
賞与引当金 226 176
その他 944 552

固定負債 1,395 1,067
長期借入金 754 436
退職給付に係る負債 387 379
長期預り保証金 74 73
長期未払金 21 37
その他 157 139

負債合計 7,983 6,537

純 資 産 の 部

株主資本 15,512 14,561
資本金 898 898
資本剰余金 961 961
利益剰余金 14,087 13,137
自己株式 △ 435 △ 435

その他の包括利益累計額 201 128
その他有価証券評価差額金 151 100
繰延ヘッジ損益 △ 1 2
為替換算調整勘定 51 25

純資産合計 15,714 14,689
負債及び純資産合計 23,697 21,226
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（単位：百万円）連結損益計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目
当連結会計年度
平成29年4月 1 日から
平成30年3月31日まで

前連結会計年度
平成28年4月 1 日から
平成29年3月31日まで

売上高 42,461 37,900
売上原価 35,812 31,725

売上総利益 6,648 6,174
販売費及び一般管理費 4,813 4,452

営業利益 1,835 1,722
営業外収益 186 178

受取利息 1 0
受取配当金 15 17
仕入割引 124 113
為替差益 17 ―
その他 27 46

営業外費用 147 153
支払利息 5 5
売上割引 139 125
為替差損 ― 20
その他 2 2
経常利益 1,874 1,746

特別利益 0 1
固定資産売却益 0 1

特別損失 16 4
事務所移転費用 ― 4
固定資産除売却損 0 0
減損損失 16 ―
税金等調整前当期純利益 1,858 1,744
法人税、住民税及び事業税 613 554
法人税等調整額 △ 26 2
当期純利益 1,271 1,187
非支配株主に帰属する当期純利益 ― ―
親会社株主に帰属する当期純利益 1,271 1,187
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連結株主資本等変動計算書
当連結会計年度（平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成29年4月1日期首残高 898 961 13,137 △ 435 14,561

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 321 △ 321

親会社株主に帰属する当期純利益 1,271 1,271

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 950 ― 950

平成30年3月31日期末残高 898 961 14,087 △ 435 15,512

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

平成29年4月1日期首残高 100 2 25 128 14,689

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 321

親会社株主に帰属する当期純利益 1,271

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額（純額） 51 △ 4 26 73 73

連結会計年度中の変動額合計 51 △ 4 26 73 1,024

平成30年3月31日期末残高 151 △ 1 51 201 15,714
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連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1．連結の範囲に関する事項

（1） 連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　　　3社
・連結子会社の名称　　　　　　株式会社丸安商会
　　　　　　　　　　　　　　　SPKシンガポールPTE.LTD.
　　　　　　　　　　　　　　　谷川油化興業株式会社

（2） 非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称　　SPKヨーロッパB.V.
　　　　　　　　　　　　　　　SPKビークルパーツCORP.
　　　　　　　　　　　　　　　NIPPON TRANS PACIFIC CORP．
・連結の範囲から除いた理由
　  　非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2．持分法の適用に関する事項
（1） 持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありません。

（2）   持分法を適用していない非連結子会社（SPKヨーロッパB.V.、SPKビークルパーツCORP.、NIPPON TRANS PACIFIC CORP．
他）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算
書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、SPKシンガポールPTE.LTD.の決算日は12月31日であります。
　連結計算書類の作成にあたっては同社の決算日の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連
結上必要な調整を行っています。

4．会計方針に関する事項
（1） 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
　その他有価証券
　　時価のあるもの……  連結決算日の市場価格等に基づく時価法
　　　　　　　　　　　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　　時価のないもの……移動平均法による原価法
②たな卸資産
　　国内向商品…………総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
　　その他の商品………個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
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（2） 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産…………主として定率法によっております。
　　　　　　　　　　　  ただし、当社および国内連結子会社は、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
　　　　　　　　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　　　　　　　　建物及び構築物　　　8〜50年
②無形固定資産…………定額法によっております。
　　　　　　　　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
③リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　…………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3） 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金……………  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金……………  当社及び国内連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会

計年度負担額を計上しております。

（4） 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき計上しております。

（5） 重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
　　繰延ヘッジ処理によっております。
　　ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
　　ヘッジ手段：為替予約取引
　　ヘッジ対象：外貨建予定取引
③ヘッジ方針
　　  当社は、通常の営業過程における輸出入取引により発生する外貨建営業債権債務の将来の為替相場の変動リスクをヘッジ

する目的で、包括的な先物為替予約取引を行っております。また、リスクヘッジの手段としてのデリバティブ取引は為替
予約取引のみを行うものとしております。

④ヘッジ有効性評価の方法
　　  ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッ

ジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

（6） その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
①消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
②輸出に関する運賃諸掛、手数料等の販売諸掛及び輸出手形の金利は、売上原価に含めて処理しております。

（リース資産を除く）

（リース資産を除く）
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連結貸借対照表に関する注記
（1） 担保に供している資産

投資有価証券 52百万円
上記に対応する債務は、買掛金175百万円であります。

（2） 有形固定資産の減価償却累計額 1,457百万円

（3） 偶発債務
連結子会社以外の次の会社について取引先からの仕入債務に対し、債務保証を行っております。
・SPKヨーロッパB.V. 29百万円 （EUR222千）
連結子会社以外の次の会社について従業員に対する労働債務に対し、債務保証を行っております。
・NIPPON TRANS PACIFIC CORP． 11百万円 （US$110千）

（4） 受取手形裏書譲渡高 451百万円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1） 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度
期首の株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末の
株式数（株）

普通株式 5,226,900 ― ― 5,226,900

（2） 剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額等
イ．平成29年4月26日開催の取締役会決議による配当に関する事項
　　・株式の種類 普通株式
　　・配当金の総額 160百万円
　　・1株当たり配当額 32円
　　・基準日 平成29年 3 月31日
　　・効力発生日 平成29年 5 月30日
ロ．平成29年10月24日開催の取締役会決議による配当に関する事項
　　・株式の種類 普通株式
　　・配当金の総額 160百万円
　　・1株当たり配当額 32円
　　・基準日 平成29年 9 月30日
　　・効力発生日 平成29年12月 1 日
②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　　平成30年4月26日開催の取締役会決議による配当に関する事項
　　・株式の種類 普通株式
　　・配当金の総額 165百万円
　　・配当の原資 利益剰余金
　　・1株当たり配当額 33円
　　・基準日 平成30年 3 月31日
　　・効力発生日 平成30年 5 月31日

（3） 新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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金融商品に関する注記
（1） 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達の必要性が生じた場合には、銀行借入によ
る方針であります。デリバティブ取引は、外貨建営業債権債務の為替リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わな
い方針であります。
②金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与
信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽
減を図っております。また、輸出取引から生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、包括的
な先物為替予約を利用してヘッジしております。
　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、時
価情報を取締役会に報告しております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、資金繰り計画を作成するな
どの方法により管理しており、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等の輸入に伴う
外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、営業債権同様に先物為替予約を利用してヘッジしております。
　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした包括的な先物為替予約
取引であり、その利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い銀行とのみ取引を行っております。

（2） 金融商品の時価等に関する事項
　平成30年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時
価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注2）参照）

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額（＊1） 時価（＊1） 差額

⑴現金及び預金 4,212 4,212 ―

⑵受取手形及び売掛金（＊2） 8,481 8,481 ―

⑶電子記録債権 1,297 1,297 ―

⑷投資有価証券
　　その他有価証券 335 335 ―

⑸支払手形及び買掛金（＊2） （4,124） （4,124） ―

⑹長期借入金（1年以内返済予定を含む） （1,124） （1,124） △ 0

⑺デリバティブ取引（＊2） （1） （1） ―
（＊1）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（＊2）  為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その

時価は、当該科目の時価に含めて記載しております。
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（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1） 現金及び預金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（2） 受取手形及び売掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3） 電子記録債権
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（4） 投資有価証券
　これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。

（5） 支払手形及び買掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（6） 長期借入金（1年以内返済予定を含む）
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方
法によっております。

（7） デリバティブ取引
　すべてヘッジ会計の適用対象であり、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象である売掛金及び買掛金と一体と
して処理されているため、その時価は、当該科目の時価に含めて記載しております。また、原則的処理によるものは、取引
先金融機関より提示された価格等に基づいて処理しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 99

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるので「（4）投資有価証券　その他有価
証券」には含めておりません。

1株当たり情報に関する注記
（1） 1株当たり純資産額 3,129円59銭
（2） 1株当たり当期純利益 253円31銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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（単位：百万円）

計算書類

貸借対照表

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目 当　　期
平成30年3月31日現在

前　　期
平成29年3月31日現在

資 産 の 部
流動資産 15,926 15,065

現金及び預金 2,855 3,485
受取手形 2,517 2,233
電子記録債権 1,148 930
売掛金 5,031 4,761
商品 3,456 2,825
前渡金 83 115
繰延税金資産 114 94
関係会社短期貸付金 100 110
未収入金 454 392
未収消費税等 134 96
その他 41 36
貸倒引当金 △ 12 △ 15

固定資産 4,085 2,959
有形固定資産 1,750 1,177

建物 456 476
土地 1,114 614
リース資産 31 38
建設仮勘定 101 ―
その他 46 47

無形固定資産 174 137
ソフトウェア 2 3
電話加入権 9 9
リース資産 162 124

投資その他の資産 2,160 1,644
投資有価証券 433 355
関係会社株式 1,485 1,125
出資金 12 12
長期貸付金 10 16
関係会社長期貸付金 105 ―
長期前払費用 5 6
繰延税金資産 52 70
差入保証金 56 55
その他 9 11
貸倒引当金 △ 9 △ 9

資産合計 20,011 18,024

科　　目 当　　期
平成30年3月31日現在

前　　期
平成29年3月31日現在

負 債 の 部
流動負債 5,270 4,360

支払手形 734 645
買掛金 2,940 2,728
1年以内返済予定の長期借入金 296 121
リース債務 60 45
未払金 524 295
未払費用 52 39
未払法人税等 249 232
賞与引当金 198 152
前受金 149 65
預り金 55 26
その他 9 7

固定負債 1,281 941
長期借入金 671 356
リース債務 135 119
退職給付引当金 387 379
長期預り保証金 74 73
長期未払金 12 11

負債合計 6,552 5,301
純 資 産 の 部
株主資本 13,308 12,620

資本金 898 898
資本剰余金 961 961

資本準備金 961 961
利益剰余金 11,883 11,195

利益準備金 136 136
その他利益剰余金 11,746 11,058

特別償却準備金 2 4
別途積立金 7,080 7,080
繰越利益剰余金 4,664 3,974

自己株式 △ 434 △ 434
評価・換算差額等 150 102

その他有価証券評価差額金 151 99
繰延ヘッジ損益 △ 1 2

純資産合計 13,458 12,723
負債及び純資産合計 20,011 18,024
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（単位：百万円）損益計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目
当　　期

平成29年4月 1 日から
平成30年3月31日まで

前　　期
平成28年4月 1 日から
平成29年3月31日まで

売上高 38,204 34,208

売上原価 32,906 29,271

売上総利益 5,297 4,936

販売費及び一般管理費 3,981 3,705

営業利益 1,315 1,231

営業外収益 273 269

受取利息及び配当金 125 127

仕入割引 124 113

その他 23 28

営業外費用 153 130

支払利息 2 2

売上割引 139 125

その他 11 1

経常利益 1,435 1,370

特別利益 0 0

固定資産売却益 0 0

特別損失 16 4

事務所移転費用 ― 4

固定資産除売却損 0 0

減損損失 16 ―

税引前当期純利益 1,419 1,366

法人税、住民税及び事業税 431 390

法人税等調整額 △ 21 △ 1

当期純利益 1,009 977
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（単位：百万円）

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計特別償却

準備金
別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成29年4月1日期首残高 898 961 136 4 7,080 3,974 11,195

当期の変動額

特別償却準備金の取崩 △ 2 2 ―

剰余金の配当 △ 321 △ 321

当期純利益 1,009 1,009

株主資本以外の項目の
当期の変動額（純額）

当期の変動額合計 ― ― ― △ 2 ― 690 688

平成30年3月31日期末残高 898 961 136 2 7,080 4,664 11,883

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算

差額等合計

平成29年4月1日期首残高 △ 434 12,620 99 2 102 12,723

当期の変動額

特別償却準備金の取崩 ― ―

剰余金の配当 △ 321 △ 321

当期純利益 1,009 1,009

株主資本以外の項目の
当期の変動額（純額） 51 △ 4 47 47

当期の変動額合計 ― 688 51 △ 4 47 735

平成30年3月31日期末残高 △ 434 13,308 151 △ 1 150 13,458

当期（平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで）
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式……………移動平均法による原価法
その他有価証券
　時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法
　　　　　　　　　　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　時価のないもの……移動平均法による原価法

（2） たな卸資産の評価基準及び評価方法
国内向商品……………総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
海外向商品……………個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

（3） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…………定率法によっております。
　　　　　　　　　　  ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以後に

取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
　　　　　　　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　　　　　　　　建物　　　　　　　　8〜50年
　　　　　　　　　　　工具・器具及び備品　2〜20年
無形固定資産…………定額法によっております。
　　　　　　　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（4） 引当金の計上基準
貸倒引当金……………  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金……………従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
退職給付引当金………  従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

計上しております。なお、退職給付債務は簡便法に基づき計算しております。

（5） ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
　　繰延ヘッジ処理によっております。
　　ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
　　ヘッジ手段：為替予約取引
　　ヘッジ対象：外貨建予定取引

（リース資産を除く）

（リース資産を除く）
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③ヘッジ方針
　　  当社は、通常の営業過程における輸出入取引により発生する外貨建営業債権債務の将来の為替相場の変動リスクをヘッジ

する目的で、包括的な先物為替予約取引を行っております。また、リスクヘッジの手段としてのデリバティブ取引は為替
予約取引のみを行うものとしております。

④ヘッジ有効性評価の方法
　　  ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッ

ジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

（6） その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
②輸出に関する運賃諸掛、手数料等の販売諸掛及び輸出手形の金利は、売上原価に含めて処理しております。

貸借対照表に関する注記
（1） 担保に供している資産

投資有価証券 52百万円
上記に対応する債務は、買掛金175百万円であります。

（2） 有形固定資産の減価償却累計額 805百万円

（3） 偶発債務
次の関係会社について金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。
・SPKシンガポールPTE.LTD. 646百万円 
次の関係会社について取引先からの仕入債務に対し、債務保証を行っております。
・SPKヨーロッパB.V. 29百万円 （EUR222千）
連結子会社以外の次の会社について従業員に対する労働債務に対し、債務保証を行っております。
・NIPPON TRANS PACIFIC CORP． 11百万円 （US$110千）

（4） 受取手形裏書譲渡高 450百万円

（5） 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 407百万円
短期金銭債務 144百万円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
　売上高 1,683百万円
　仕入高 1,085百万円
営業取引以外の取引高 118百万円
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株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末の
株式数（株）

普通株式 205,789 ― ― 205,789

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（1） 流動資産
繰延税金資産 
　たな卸資産評価損否認 16百万円
　未払賞与否認 59百万円
　未払事業税否認 15百万円
　その他 24百万円
繰延税金資産合計 115百万円
繰延税金負債 
　特別償却準備金 △0百万円
繰延税金負債合計 △0百万円
繰延税金資産の純額 114百万円

（2） 固定資産
繰延税金資産 
　退職給付に係る負債否認 116百万円
　その他 0百万円
繰延税金資産合計 116百万円
繰延税金負債 
　その他有価証券評価差額金 △64百万円
繰延税金負債合計 △64百万円
繰延税金資産の純額 52百万円

リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、ソフトウェア等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契
約により使用しております。
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関連当事者との取引に関する注記
子会社等

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合（%）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社
SPK

シンガポール
PTE.LTD.

（所有）直接
100.0

当社商品の
販売先・仕入先
及び販売情報の

提供元

貸付金
（注1） 100 関係会社

短期貸付金 100

債務保証
（注2） 646 ― ―

子会社

NIPPON 
TRANS 
PACIFIC 
CORP.

（所有）直接
100.0

当社商品の
販売先・仕入先
及び販売情報の

提供元

貸付金
（注1） 113 関係会社

長期貸付金 105

債務保証
（注3） 11 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

なお、取引金額は、期中の増減の純額を記載しております。
（注2）SPKシンガポールPTE.LTD.の銀行借入につき、債務保証を行ったものであります。
（注3）NIPPON TRANS PACIFIC CORP.の労働債務につき、債務保証を行ったものであります。

1株当たり情報に関する注記
（1） 1株当たり純資産額 2,680円45銭
（2） 1株当たり当期純利益 201円04銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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　当監査法人は、会社法第444条第 4 項の規定に基づき、SPK株式会社の平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月
31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
SPK株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以　上

独立監査人の監査報告書
平成30年５月24日SPK株式会社

取締役会　御中
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 藤  陽 子 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 林  雅 史 ㊞

新日本有限責任監査法人

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

監査報告書
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　当監査役会は、平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日までの第147期事業年度に係る連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報
告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける
ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連結計算書類について取締役及び使用人等
から報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査
を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業
年度に係る連結計算書類について検討いたしました。

2．監査の結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

 以　上

連結計算書類に係る監査報告書
平成30年５月25日SPK株式会社

代表取締役　沖　恭 一 郎 殿

常勤監査役 清 水  敏 夫 ㊞
社外監査役 榎 　  卓 生 ㊞
社外監査役 中 務  尚 子 ㊞

SPK株式会社　監査役会

連結計算書類に係る監査役会の監査報告書　謄本
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　当監査法人は、会社法第436条第 2 項第 1 号の規定に基づき、SPK株式会社の平成29年 4 月 1 日から平成30年
3 月31日までの第147期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属
明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属
明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以　上

独立監査人の監査報告書
平成30年５月24日SPK株式会社

取締役会　御中
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 藤  陽 子 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 林  雅 史 ㊞

新日本有限責任監査法人

会計監査人の監査報告書　謄本
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　当監査役会は、平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日までの第147期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役
が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　（1  ）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　（2  ）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①  取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

②  事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びそ
の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第 1 項及び第 3 項に
定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。

③  会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10
月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
2．監査の結果
　（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③  内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の

記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
　（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
 以　上

監　査　報　告　書
平成30年５月25日SPK株式会社

代表取締役　沖　恭 一 郎 殿

常勤監査役 清 水  敏 夫 ㊞
社外監査役 榎 　  卓 生 ㊞
社外監査役 中 務  尚 子 ㊞

SPK株式会社　監査役会

監査役会の監査報告書　謄本

以　上
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（単位：百万円）連結キャッシュ・フロー計算書
科　　目

当連結会計年度
平成29年4月 1 日から
平成30年3月31日まで

前連結会計年度
平成28年4月 1 日から
平成29年3月31日まで

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 1,858 1,744
減価償却費 144 131
長期前払費用償却額 2 2
貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 2 △ 9
賞与引当金の増減額（減少：△） 50 16
退職給付に係る負債の増減額（減少：△） 7 △ 23
受取利息及び受取配当金 △ 16 △ 17
支払利息 5 5
有形固定資産除売却損益（△は益） △ 0 △ 1
減損損失 16 ―
売上債権の増減額（増加：△） △ 946 △ 193
たな卸資産の増減額（増加：△） △ 688 51
仕入債務の増減額（減少：△） 372 66
その他 156 104
　小　計 959 1,876
利息及び配当金の受取額 15 17
利息の支払額 △ 5 △ 5
法人税等の支払額 △ 564 △ 556

営業活動によるキャッシュ・フロー 405 1,332
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △ 168 △ 18
投資有価証券の取得による支出 △ 5 △ 100
子会社株式の取得による支出 △ 346 △ 306
有形固定資産の取得による支出 △ 679 △ 45
有形固定資産の売却による収入 0 2
無形固定資産の取得による支出 △ 14 △ 1
貸付による支出 △ 126 △ 8
その他 25 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,314 △ 463
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（減少：△） 108 363
長期借入金による収入 800 ―
長期借入金の返済による支出 △ 292 △ 415
リース債務の返済による支出 △ 56 △ 47
配当金の支払額 △ 321 △ 311

財務活動によるキャッシュ・フロー 237 △ 410
Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △ 7
Ⅴ現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 667 450
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 4,639 4,189
Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 3,972 4,639

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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主要経営指標の推移（連結ベース）

区 分 第144期
（26/4〜27/3）

第145期
（27/4〜28/3）

第146期
（28/4〜29/3）

第147期
（29/4〜30/3）

総 資 産 経 常 利 益 率（%） 8.6 8.4 8.4 8.3

売 上 高 営 業 利 益 率（%） 4.2 4.3 4.5 4.3

売 上 高 当 期 純 利 益 率（%） 2.7 2.9 3.1 3.0

自 己 資 本 比 率（%） 66.4 68.1 69.2 66.3

R O A（総資産利益率）（%） 5.4 5.6 5.7 5.7

営業活動による一株当たりキャッシュ・フロー（円） 129 221 265 81

１ 株 当 た り 配 当 金 （円） 59 61 63 65

自己資本比率 （単位：%）

59 61

66.4 68.1

第144期 第145期 第146期

63

第144期 第145期 第146期

69.2

売上高営業利益率／売上高当期純利益率（単位：%）
売上高営業利益率 売上高当期純利益率

第144期

129

第145期

221

第144期

4.2

第145期

4.3

2.7 2.9

第146期

265

第146期

4.5

3.1

総資産経常利益率 （単位：%）

第144期

8.6

第145期

8.4

第144期

5.4

第145期

5.6

第146期

8.4

第146期

5.7

ROA（総資産利益率） （単位：%） 営業活動による一株当たりキャッシュ・フロー（単位：円） 1株当たり配当金 （単位：円）

第147期

65

第147期

66.3

第147期

81

第147期

4.3

3.0

第147期

8.3

第147期

5.7
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株式関連指標

13年3月期 18年3月期 倍率

売上高（百万円） 32,981 42,461 1.29

経常利益（百万円） 1,409 1,874 1.33

株主数（名） 3,376 3,457 1.02

海外株主保有比率（％） 12.5 17.4 4.9P

時価総額（億円） 88.0 150.5 1.71

期末株価（円） 1,662 2,880 1.73

日経平均株価（円） 12,397 21,454 1.73

役員（平成30年6月22日以降は下記役員構成を予定しております）

取締役
代表取締役会長 轟　 富和
代表取締役社長 沖　恭一郎
専務取締役 管理本部長 藤井 修二
取締役 国内営業本部長 井元　 操
取締役 海外営業本部長 宮崎 政一
社外取締役 西島 康二

監査役
常勤監査役 清水 敏夫
社外監査役 （公認会計士・税理士） 榎　 卓生
社外監査役 （弁護士） 中務 尚子

株価の推移

暦年

円

高値

安値

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000
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0
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商 号 ＳＰＫ株式会社

証 券 コ ー ド 7466（東京証券取引所市場第一部）

本 社 所 在 地 〒553-0003　大阪市福島区福島５丁目５番４号
電話06-6454-2571　FAX06-6454-2494

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.spk.co.jp/

会 社 設 立 1917年（大正６年）

営 業 目 的 自動車部品・用品／卸・輸出入
産業機械車両部品／企画・販売

取 引 銀 行 等 ㈱三菱東京UFJ銀行・㈱みずほ銀行・㈱りそな銀行・三菱UFJ信託銀行㈱

会社概要

株主メモ
事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日までの１年

定 時 株 主 総 会 ６月

剰余金の配当の基準日 期末配当金　毎年３月31日
中間配当金　毎年９月30日

単 元 株 式 数 100株

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行㈱

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行㈱　大阪証券代行部
〒541-8502　大阪市中央区伏見町３丁目６番３号
電話　大阪　0120-094-777（通話料無料）

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所

公 告 方 法 電子公告
公告掲載URL　http://www.spk.co.jp/

ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。

（ご注意）
１．  株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設

されている証券会社等にお問合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
２．  特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信

託銀行）にお問合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店でもお取次ぎいたします。
３．  未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

（注）㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で㈱三菱UFJ銀行に商号変更しております。
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連載特集：創立100周年へ

写真で見る SPK100年のあゆみ
— 2017〜2018年 100周年式典 — vol.6

2018年2月　大阪

2018年3月　大阪

2017年11月　ラスベガス

2017年10月　台湾

2017年5月　ドバイ

2018年9月　トルコ
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大阪市北区梅田２丁目５番25号
ザ・リッツ・カールトン大阪 ザ･ガーデンルーム（２階）
電話 06-6343-7000（代表）

株主総会
会場ご案内図

交通のご案内
ＪＲ「大阪駅」桜橋出口より　徒歩約７分
ＪＲ「福島駅」より　　　　　徒歩約６分
阪神「梅田駅」西出口より　　徒歩約５分
阪神「福島駅」東出口より　　徒歩約５分

SPK

ホテル阪神

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


